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【手続補正書】
【提出日】平成28年10月19日(2016.10.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発電要素と、
　前記発電要素を収容し、外壁の一部に内部空間を小さくする絞り部を有する電槽と、を
備え、
　前記電槽の角部を、前記絞り部を内側に超えない範囲にて内側に厚くすることにより、
前記角部を前記外壁より厚肉の厚肉部とした鉛蓄電池。
【請求項２】
　請求項１に記載の鉛蓄電池であって、
　前記角部の内周面は、前記絞り部の内周面よりも前記内部空間における外側に位置して
いる鉛蓄電池。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の鉛蓄電池であって、
　前記角部が前記外壁と同じ厚さとなる時の、前記角部の内周側の半径を基準半径と定義
した場合に、
　前記角部の内周側の半径が、前記絞り部を内側に超えない範囲にて、前記基準半径より
も大きな値である鉛蓄電池。
【請求項４】
　請求項１ないし請求項３のいずれか一項に記載の鉛蓄電池であって、
　前記電槽は、複数枚の前記外壁と底壁とを有し、一方に開口する箱型であり、
　前記絞り部は、前記外壁の底部側に設けられ、
　前記電槽を構成する２枚の前記外壁が交わる前記角部のうち、前記絞り部よりも開口に
近い側の角部が、前記厚肉部である鉛蓄電池。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項４のいずれか一項に記載の鉛蓄電池であって、
前記発電要素は、セパレータを介して正極板と負極板とを交互に積層配置した極板群であ
り、
　前記電槽の前記絞り部は、前記極板群の積層方向と交差する方向を狭くして形成されて
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いる鉛蓄電池。
【請求項６】
　請求項１ないし請求項５のいずれか一項に記載の鉛蓄電池であって、
　前記電槽内には、流動可能な電解液が収容されている鉛蓄電池。
【請求項７】
　請求項１ないし請求項６のいずれか一項に記載の鉛蓄電池であって、
　前記電槽の開口を封口する蓋部材をさらに備え、
　前記厚肉部は、前記絞り部よりも前記電槽の開口側に位置しており、
　前記蓋部材は、前記電槽の前記外壁に接合されるリブと、前記リブと間隔をあけて配置
され、前記電槽の外壁を取り囲む外周壁と、を有する鉛蓄電池。
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